
特定非営和'舌動法人 チ ーム ・スヒ
iリ

ット 定 款

第 1章 総 貝叫

(名千勺

第 1条  こ の法人は、特定非営和‖舌動法人チーム ・スヒ
|リ

ットというD

(1ヨ富言子ち与子∋庁)

第2条  こ の法人は、主たる事務所を大阪府堺市堺区中之町東 lT2番 23号 に置く。

( 目白勺)

第3条  こ けD法人は、安全なまちづくり及び安心できる地域づくりに関する事業を行うことに(其り、地

域住民の安全と安フとに寄与することを目的とする「

(活動の千難副

第4条  こ の法人は、前条の目的を達成するため、特定非営和P舌動促進法 (以下 「法」という。)第 2条

別表 1号 (保健,医療又は福社の増進を図る活動)、7号 (環境の保全を図る活動)及 び9号 (地域安全

活動)を 行う.

(事業の千聾到

第5条  こ の法人は、第3条 の目的を達成するため、次の事業を行う.

(1)安全なまらづくりのための調査 ・企画 ・提案 ・啓発 ・支援事業

(2)安心できる地域づくリヴ)ための交流 ・見守り・助け合い 。活性化事業

(3)騨 竜を守るための調査 ・企画 ・提案 ・啓発 ・支援事業

(4)上記事業に関連する事業

第2章 会員

脩動|め

第6条  こ ヴ)法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもつて法上の社員とする,

(1)正会員  こ の法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2)賛助会員 こ の法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(3)協 力会員 こ の法人の事業に支援 ・協力するために入会し/た個人又は団体

(入会)

第 7条  会 員tとして入会しt真うとする()のは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なけれ

ばならな↓ヽ。理事長は、会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるt)のとするが、

入会を認めない場合は、理由を付した書面をtDつて本人にその旨を通知しなけオtlずならないっ

(入会金及び会:費)

第8条  会 員は、理事会において別に定める八会金及び会費を納入しなければならないを

(:tEl::全さ)

第9条 会 員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。



2 会 員が、次の各号ヴ)いずれ力対斎亥当する場合には、退会 したものとみな=札

(1)本 人が死亡ヒン、又は会員である団体が消滅 したとき3

(2)会 費を1年以上十帯納したときi

(除名)

第 10条 会 員が、次の各号のいずれ力対奇亥当する場合には、総会において、正会員総数の3分 の2以上

ブ)議決にtよiり、これを除名することができるiた だし、その会員に対し、議決前に総会において弁明

の機会を与えなければならない.

(1)こ の定1款に遅茎反したときュ

(2)こ の法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき3

(拠出金品ョの不返遠)

第 11条 会 星が納入したみ、会金、会費及びそヴ)他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第3章 役員

行動10

第 12条  こ ブ)法人に、次の役員を置く3

(1)理事    3人 以上 5人以内

(2)監事    1人 以上 2人以内

2 理 事のうち、 1人 を理事長、 1人 を副理事長とする。

3 理 事及び監事は、総会において選任するi

4 理 朝 |き、ヨ肛里事長は、理事の互選により定める.

5 役 員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若し/くは二親等以内の親族が 1人 を超え

て含まれ、又は当該役員並びにそブ)配偶者及び三親等以内の親族が/役員総数の3分 の 1を超えて含

まれる工とになつてはならない,

6 監 事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない.

(磁 )

第 13条 理 事長は、こげ)法人を代表し、その業務を統括する。

2 副 1理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を

|ヤ干するぅ

3 理 事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する.

4 監 事は、次に掲げる職務を行うi

(1)理事の業務執行の状況を監査すること3

(2)こ ヴ)法人の財産の状況を幣杏すること.

(3)前 2号 の規定による監査び)結果、この法人の業務又は財産封こ関し不正の行為又は法令若しくは

定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告するこ

カ

(4)前号の報告をするために1必要がある場合には、総会を招集すること。



(5)理事の業務執行ヴ)状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること,

(十二EIIう丹)

第 14条 役 員の任期は、 2年 とする=但 しへ再任を妨げない3

2 補 欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とするt,

3 前 2項 の規反置にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任

期を、任期の末日後、最初ブ)総会が終結するまで伸長する。

(欠員ネ甫充)

第 15条 理 事又は監事のうち、その定数グ)3分 の 1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれをネ南充し

なければならない,

的雑 )

第 16条 役 星が次の各号ヴ)いずれん式奇亥当するときは、総会の議決により、これを解任するこ|とができ

るi但 し、その役員に対し、議決の前に総会において弁明の機会を与えなければならないぅ

(1)ン住ウσ)故障″)ため、職務ヴ)執行に堪えられないと認められるとき3

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくなしヤ予為があったとき.

(幸i調‖等)

第 17条 役 異は、その総数の3分の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役 員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる.

3 前 2巧ミに関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が丹||に定める.

第4章 総会

(‐橿勢弓1 1 )

第 18条 こ の法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。

(構成)

第 19条 総 会は、正会員を()つて構成する.

ぐ協 D

第20条 総会は、以下の事項について議決するど

(1)定 款グ)変更i

O角 轍

(3)合 併

(4)事 業計画及び活動予算並びにその変更

(5)事 業報告及び活動決算

(6)役 員の選任又は解任、職務及0洋ull‖

(7)長 期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(8)そ の他この定款に定める事業及び法人の運営に関する重要事項

(開催)

第21条 通 常総会は、毎年 1回開催するこ



2 臨 日新窓会は、次の各号のいずれ力対奇亥当する場合に開催する。

(1)理 事会がィ∠、要と認めたとき.

(2)正 会員の5分の 1以上から会議の目的を記載した書面によつて開催の請求があったときD

(3)監 事が第 13条第4項 第ユ号の規定により招集したとき3

(招集)

第22条 総 会は、:理事長が招集する.但 し、前条第2項第3号 の規定による場合は、監事が招集する3

2 理 事長は、前条第2項第 2号 の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会

を開かなけオし|ずならないc

3 総 会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、FAX、 又は電

子メールをモDつて、少なくとt)5日前までに通知しなけオしばならなし、

(:::言た「言1)

第23条  総 会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足教)

第24条  総 会は、1正会員の2分 の 1以上の出席がなければ開会することができない.

儒隷夫)

第25条  総 会における謁 申 頁は、第22条第3項 の規定に〔其つてあらかじめ通知した事項とする.

2 総 会ケ)議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会1員の過半数をもつて決し、可否同教

のときは、議長の決するところとするD

3 総 会ヴ!)議夫について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない3

(書面表決等)

第26条  や むを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面又は電磁的方法をt)

って表決し、若ヒ/くは他の正会員を代理ノ、として表決を委任することができる。

2 前 項ヴ)場合における前2条 ブ)規定t/j適用については、その正会員は総会に出席したt)のとみなす3

(:高古喜:ヨ:「すぢ〒t)

第27条 総 会の議事については、次に掲|ずる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければな

らない,

(1)日 時及び場所

(2)正 会員の1現在教

(3)出 席した正会員ヴ)教 (書面又は電膨的方法による表決者及び表決委任者については、その旨を

明記ギ
‐
ること3)

(4)顛 及0潮 栞事項

(5)議 事の経過の概要及び3/1結 果

(6)議 実禄署名人の選任に関する事項

2 議 事尉 こは、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名 以上が、議

長tととt)に署名押印ヒ/な|すればならない=



第5章 理事会

(槻 )

第28条 理幸会は、理事を()って構成する3

(協 ヒ)

第29条  理 事会は、この定款で別に定めるモ少ののほか、次に掲げる事項を議決する。

(1)総 会に付議するべき事項

(2)総 会の議決した事項の執行に関する事項

(3)そ 十の他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開1働

第30条  理 事会は、次の各号のいずれ力試奇亥当する場合に開催する。

(1)理 事長がIZ喫:と認めたとき3

(2)理 事総数の3分 の1以上の理事から会議の目的を記載した書面,FAX、 又は電子メールによ

つて開催の請求があつたときt,

(招集)

第31条  理 事会は理事長が招集する―]

2 理 事長は、前条第2号 の規定による請求があったときは、その日から15日 以内に理事会を招集

し″なけ″しばならない。

3 理 事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、FAX、 又は

電子メールをモ)つて、少なくとも5日前までに通矢日しなければならない。

(:者吉:こ岳軍:)

第32条 理 事会の議長は、理事長が当たるこ

(議決等)

第 33条  こ の法人の業務は、理事ヴ】畠半数をモ)って決するて〕

(謝 )

第34条 理 事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければ

なら)ない。

(1)日 時及び場所

(2)理 1事の現在教及び出席した理事の氏名 (書面表決者については、その旨を明記すること3)

は)岳 諏 及0 静ヽ搾評頁

(と1)議 ‐事の経過の概要及0そ の結果

(5)議 1義乗署‐名人の選任に関する事項

2 言葬郭剰こは、そσD会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人2名 以上が、議長

ととモ少に署名子甲印しなければならない3



第6章  資 産、会計及び事業計画

(資曰

第35条  こ 1/D法人の資産は、次の各号に掲lずる()のをもつて構成する。

(1)財 産目録に記載された財産

(2)入 会金及び会費

(3)寄 |;付金品

(4)財 産から生じる収入

(5)事 業に伴う収入

(6)そ の他の収入

(資産の管倒

第36条  こ の法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める3

(経費の支弁)

第 37条  こ の法人の経費は、資産をモ)つて支弁する。

(事業計画及び予算)

第38条  こ の法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを

変更する場合も同様とする。

輸 費の設定及び吏用)

第39条  前 条に親.定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることがで

きる。

2 予 備費を1部刊するときは、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第 40条  第 38条 の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、

理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前 項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなすD

(事業幸降雪及び決算)

第41条  理 1事長は、毎事業年度終了後3か 月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書

を作成tン、監事の監査を経て、総会の承認を得なけ才uずならない。

2 決 算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越す()のとするD

(長期借入金)

第42条  こ の法人、が資金σ那野VLを しようとするときは、その事業年度の収入をもつて償還する短期借

入金を除き、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)

第43条  こ の法ハ、の事業年度は、毎年4月 1日に始まり、翌年3′月31日 に終わる。



第7章 事 務局

(調

第塁条 コ つ法人1/j事務を処理するため、1事務局を置く3

2 事 務局には、事務局長その他の職員を置くc

3 事 務局の職員は、理事長が任免する.

健顎政3時請:σD備置き)

第45条 主 たる事輛 こヽは、法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかな

ければならないぅ

(1)会 員名簿及び会員の異動に関する書類

(2)収 入、支出に関する帳簿及び証拠書類

第8章  定 款の変更及び解散

(定鋳火び賜こ更)

第46条  こ 十の定款の変更は、総会に出席した正会員の4分 の3以上の議決を経なければならない。

伯撒 )

第47条  こ の法人は、次に掲げる事由によつて解散する。

(1)総 会の決議

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正 会員の欠亡

(‐1)合 1折

(5)破 産手続開始の決定

(6)所 播庁による設立の認証の取消し

2 総 会σ)決議により解散する場合は、正会員総数の4分 の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産σD処分)

第 48条  解 散後の残余財産は、法第 11条第 3項 の規定に掲げるtDののうち、総会で議決したtDのに帰

属させる()のとする。

第9章 雑則

(2遅子)

第49条  こ の法人,の公告は官幸岡こより行う.

(委l■l

第50条  こ の定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。



F付    貝||

1 こ の症労寸よ、ことの法人の成立の日から施イ刊
~る

2 こ の法人ぃの設立時の入会金及び会費は、第8条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする|ぅ

(1)正 会S、

入会金 0円   会 費 年 額  3, 000円

(2)賛 助会員

入会金 0円   会 費 年 額 10, 000円

(3)協 力会:員

入会金 0円   会 費 1口  10, 000円

3 こ の法人,の設立当初の役員は、第 12条1第3項及び第4項 の規定ヨこかかわらず、次に掲げるとおりと

し、そび沌:期は、第 14条第 1項の規定にかかわらず、平成25年 3月 31日 までとする。

( 1 ) 理事長

氏 名  井 上 徹

(2)副 理事長

氏 名  田 中耕
一

( 3 ) 理  事

氏 名  足 代修
上

、上床英夫、小林金教

( 4 ) 監  事

氏 名  小 野邦一
、影本忠男

4 こ の法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第38条の規定にかかわらず、設立総会の定めるとこ

ろによる.

5 こ の法人の設立初年度の事業年度は、第43条の規定にかかわら)ず、成立の日から平成24年 3月 3

1日 までとする。


